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２）就寝時に関するルール【１つ】

３）その他SNSやインターネット等に関するルール【４つ】

以下の内容全てを生徒、保護者で一緒に確認し、作成してください。

全て合意した場合のみ許可となります。

合意した場合は☑にしてください。

家庭内で携帯電話の取扱い等について話し合いをし、家庭内ルールを決めてください。

１）使用時間に関するルール【２つ】

以下の家庭内ルールを保護者の責任の下、徹底します。

□ □

校内に持込む携帯電話にフィルタリングを設定しています。

登校後は速やかにロッカーへ入れ施錠し、使用しません。

紛失や破損等のトラブルが発生した場合の責任は、本人及び保護者ということを承
知しております。

携帯電話使用においての危険性や正しい使い方に関する内容を家族で話し合い、家
庭内でのルールを作成しました。

川口市立高等学校附属中学校携帯電話利用規程を熟読し、理解いたしました。

□ □

□ □

□ □

□ □

児童生徒 保護者

令和8年度　携帯電話校内持ち込み申請書

日年 月令和提出日

　趣旨を理解し、家庭内ルールを話し合い決定いたしました。合意事項をすべて承諾いたしま
したので、申請いたします。

川口市立高等学校附属中学校 年

申請する携帯電話の番号

組 番 生徒ID

生徒氏名（自署）

保護者氏名（自署）

持ち込み許可の有効期間は、申請書のコピー返却翌日から
翌年度始業式までとする。

校長職印学校承認日この申請が認められた際は、学校がコピーを作成し、原本
を学校保管、コピー１部を保護者保管とすること。

令和8年

／
学校の保管期間は翌年度始業式までとする。


